
厚生労働省パンフレット
ＳＴＯＰ労働災害 より
（ＨＰからダウンロード可能）

・作業床の手すり
・作業床が困難な場合にお
ける墜落制止用器具（安全
帯）の使用
・開口部の囲い
・はしご・脚立の安全措置
・建設機械との接触防止
・熱中症対策

・雇入れ時教育
・新規入場者教育
・職⻑（能⼒向上）教育
・建設従事者教育

など

建設業における
労働災害防止対策



機械による
はさまれ・巻き込まれ防止対策

機械の包括的な安全基
準に関する指針
（機械包括安全指針）

設備の経年化による労
働災害を防止するため
に

2種類のパンフレット
の中から説明します

（機械の設計，導入段階における安全化）

（高経年施設・設備の安全対策）



機械包括安全指針による機械の安全化の進め方

機械メーカーにおいて
・設計段階でリスクアセスメントを行い，見積もっ
たリスクに応じた保護方策を実施する
・機械本来の使い方だけでなく予見可能な誤使用や
トラブル処理時などのリスクも考慮する
・保護方策を講じた後に存在する残留リスクの内容
とその対処法について，「使用上の情報」として
ユーザーに提供する

（機械の設計，導入段階における安全化）

機械ユーザーにおいて
・メーカーから提供された「使用上の情報」を活用
してリスクアセスメントを実施し，必要な保護方策
を行い，リスクが低減されたことを確認する。
・「残留リスク」に対し，作業手順の作成や教育訓
練などの措置を行った上で機械を使用する。
・「使用上の情報」がメーカーから提供されていな
い場合には情報提供を求める。



リスクアセスメントの基本的な手順

機械設備，原材料，作業行
動や環境などについて，負
傷や疾病をもたらす危険
性・有害性（ハザード）を
特定する

特定した危険性・有害性に
ついて，負傷や疾病の重篤
度と発生可能性の両者の度
合の組み合わせでリスクを
見積もる

※ 厚生労働省パンフレット「事例でわかる職場のリスクアセスメント」から一部抜粋

リスクアセスメントとは？



見積もったリスクの大きなものやリスク低減
措置に法令の定めがあるものから優先的に，

①設計や計画の段階で危険な作業を廃止・
変更してより安全な施行方法とするか？
②ガード，インターロック，安全装置など
の工学的対策を講じるか？
③マニュアルの整備，立入禁止措置，教育
訓練などの管理的対策を講じるか？
④個人用保護具を使用させるか？

①〜④の優先順位でリスク低減措置を講じる

リスクの低減措置の優先順位

※ 厚生労働省パンフレット「事例でわかる職場のリスクアセスメント」から一部抜粋



※ お話を戻します。
設備の経年化による労働災害防止について

このパンフレットは，

平成30年度に厚生労働省が実施したアンケート
調査及び事業場訪問調査により回答のあった，

12業界団体の221社492事業場
設備総数約5万1500か所

に係る調査結果を取りまとめたものです。
うち，「はさまれ・巻き込まれ災害が発生し

たと回答のあった設備は306か所で全体の0.6％
でした。

厚生労働省ＨＰからダウンロード可能（全16ページ）



アンケート結果から分かった
「はさまれ・巻き込まれ」災害の特徴

（懸念される傾向）
・設備の高経年化により，点検回数，計画外停止回数，
修理回数などが増加
（災害発生時）
・「付着，異物の除去時」が最も多く，次に「調整，起動時」，
「交換，準備時」や「点検，監視時」などで起きている
・「連続運転」の設備の方が「間欠運転」の設備より災害発生
が多い
（設備要因）
・「隔離の原則」である隙間対策や接触防止対策が不十分
（人的要因，管理要因，作業環境要因）
・「省略行為」や「確認不足」によるものが多い
・死傷者の多くは経験年数の短い作業者

設備の経年化による労働災害を防止するために



調査結果から課題となった6つの項目
「はさまれ，巻き込まれ」災害の防止対策

① 高経年設備での故障や計画外停止を減少させるため
の適切な設備保全

② 隔離の原則や停止の原則に準拠した設備対策
③ 隔離や停止の原則などの設備対策が不完全な場合の
残留リスク対策

④ 付着物，異物の除去作業での災害防止
⑤ 省略行為，確認不足など人的要因による災害の防止
⑥ 経験年数の短い人への危険感受性の向上などの教育
指導

設備の経年化による労働災害を防止するために



隔離のためのガード，柵 停止のための
インターロック

安全柵の設置スペースが
狭い場合は残留リスクあ
り。 残留リスク対策として

作業員の限定
安全教育 など

良好事例

若年者に対する
危険体感教育

付着物，異物の除去作業での対策
（近接作業をなくす）エアブローや水洗装置によって異物を除去
（運転中の除去作業禁止）付着物や異物が運転に影響しない場合は

定期停止時まで待つ
（躊躇なき運転停止）相互監視体制

運転停止を叱責しない



新居浜労働基準監督署管内の
60歳以上または29歳以下の労働災害発生状況

建設業62件中 60歳以上が16件（25.8%）
道路貨物運送業43件中 60歳以上が16件（37.2%）
商業57件中 60歳以上が22件（38.6%）
保健衛生業58件中 60歳以上が23件（43.1%）

全産業で476件中 60歳以上が132件（27.7%）

製造業190件中 29歳以下が42件（22.1%）



令和2年3月策定

・60歳以上の雇用者数が増加。将来に亘って
も増加する見通し。
・特に第三次産業で高年齢労働者が増加
・併せて，身体機能の低下等により労働災害
の発生率が高く，休業が⻑期化しやすい
・中でも転倒，墜落・転落災害の発生率が若
年層に比べて高く，女性で顕著

エイジフレンドリーガイドライン
（高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン）

愛媛県内でも，高年齢女性の労働者が硬い床
や段差での転倒によって骨折し，1か月以上の
⻑期休業に⾄る事例が目立ちます。



「エイジアクション100」による
チェックリストの活用
（ＱＲコード、厚生労働省ＨＰ）

身体機能の低下を補う
設備・装置の導入

・通路・作業場所の照度の
確保
・見やすい，聞き取りやす
い音域の警報
・階段の手すり
・段差の解消
・不自然な作業姿勢をなく
すための作業台や対象物の
配置
解消できない段差に注意喚
起表示
・通気性の良い休憩場所
・滑りにくい靴
・リフト等の補助具の使用



敏捷性や持久性，筋力の低下等の特性を考慮して
作業内容や作業時間の見直し等を検討

・継続的な体力チェックに努める。
・加齢による心身の衰えのチェック項目
（フレイルチェック）等を導入する。

個々の健康や体力の状況に応じた対応

写真や図，映像等の文字以外の情報を
活用した安全衛生教育

一人ひとりがストレッチ体操など体力維持に努める

厚生労働省ＨＰ等における好事例の参照



ＪＩＳ規格に適合したＷＢＧＴ値
（暑さ指数）指数計を準備しま
しょう。
ＷＢＧＴ値に応じて，作業の中止，
休憩時間の確保などができるよう余
裕を持った作業計画をたてましょう

簡易屋根の設置，通風または冷房設備や
ミストシャワーなどを設置しましょう

通気性の良い作業着を準備しましょう
身体の冷却機能をもつ服の着用を検討
しましょう

「プレクーリング」
休憩時間にも体温を下げる工夫を
しましょう

ポータルサイトのE-learning
教材を活用しましょう



屋外で２ｍ以上の十分な距離があり，かつ会話が
生じない作業の場合は，一時的にマスクを外すこ
とも可



令和3年度全国安全週間スローガン

持続可能な安全管理 未来へつなぐ安全職場

働く高齢者の増加等の就業構造の変化や新型コロナウイルス感
染症の感染拡大に伴う社会情勢の変化等に対応し，将来を見据え
た持続可能な安全管理を継続して実施していく必要がある。

（令和3年度全国安全週間実施要綱本文より）



① 安全大会等での経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者
の意思の統一及び安全意識の高揚

② 安全パトロールによる職場の総点検の実施
③ 安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関係資料の配布
等の他、ホームページ等を通じた自社の安全活動等の社会への発信

④ 労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、職場見学等の実
施による家族の協⼒の呼びかけ

⑤ 緊急時の措置に係る必要な訓練の実施
⑥ 「安全の日」の設定のほか全国安全週間及び準備期間にふさわしい
行事の実施

全国安全週間及び準備期間中に実施する事項

（令和3年度全国安全週間実施要綱本文より）



本スライドに掲載したパンフレットについては
同名の検索を行うことにより厚生労働省のＨＰへ
アクセスし、ダウンロードすることが可能ですの
で，ご活用ください。

令和3年度全国安全週間実施要綱の本文（全4ページ）
については，中央労働災害防止協会（中災防）のＨＰ
からダウンロード可能です。



ご安全に

令和3年6月
新居浜労働基準監督署


